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この追加情報を求める目的は、納税者の優遇税制への適格性を判断する
とともに、香港の移転価格税制への遵守を確保するためのものです。

適切な方法で関連情報を収集して提示するための取り組みが必要です。
必要に応じて、貴社を担当する税務専門家にご連絡ください。

透明性のある税務環境へ

近年香港政府は、香港の税務上の競争力を高め、投資家にアピールする
ことを目的として、金融、イノベーション、技術分野を中心としたいくつかの
税制措置を導入しました。

これらの税制措置には以下を含んでいます：2段階の事業所得税率制度、
研究開発（以下「R&D」）活動に対する損金算入の拡大、船舶オーナー、
航空機リース事業者および航空機リースマネジメント事業者、コーポレー
ト・トレジャリー・センターや特定対象の保険事業者への優遇税制。

しかし、これらの租税措置の悪用を防止するとともに、香港の税務上の透
明性や租税回避に対する国際基準への遵守を確保するためには、納税
者は今年4月以降、2018/19年度事業所得税申告の提出とともに、さら
なる詳細な情報を開示する必要があります。関連する開示は附属別表に
記載され、2018/19年度事業所得税申告書とともに提出されます。

2018/19年度の事業所得税申告：納税者がIRD
へ記載申告すべき追加別表
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なお、これらの附属別表は、IRDが納税者に送付する
紙のBIR 51申告書には同封されません。

その代わりに、納税者は附属別表S1～S10のいずれ
かを記入する必要がある場合、IRDのホームページ1

から関連する電子版の申告用紙を入手して記入する
ことになります。納税者は関連する電子版の申告用
紙に記入した後、それらを印刷して署名の上、BIR 51
申告書とともにIRDへ提出する必要があります2。

別表S1：2段階の事業所得税率制度

IROに従い、グループの関連事業体のうち1社のみが
2段階の事業所得税率制度を適用することができます。
これにより、その利益のうち、最初の200万香港ドル
に対し、8.25%の低税率が適用されます。そして、制
度の濫用や二重請求を防止するために、納税者は一
定の追加情報をIRDに提供する義務が生じます。

当該2段階税制の適用を選択した場合、2018/19年
度のBIR 51申告書の2.3の欄に「Yes」とチェックする
必要があります。

上述の選択を行い、かつ、（i）香港で貿易、専門サー
ビスまたは事業に従事する関連事業体を有し、（ii）香
港証券取引所に上場しているグループの関係会社で
はない場合には、9.1の欄に「Yes」とチェックする必要
があります。

さらに、当該納税者は別表S1において、香港で貿易、
専門サービスまたは事業に従事している、すべての関
連事業体の社名やその法人登記番号を記載する必
要があります。

該当する場合、その記載リストにおいて、香港で貿易、
専門サービスまたは事業に従事しているとみなされる、
香港非居住関連事業体も含みます（例えば、香港の
関連事業体からロイヤルティを受け取っている香港非
居住事業体）。これらの香港非居住関連事業体も香
港の2段階事業所得税率制度の対象となるため、こ
のような記載が必要となります。

1 2018/19年度事業所得税申告書及び附属別表の記
載例はこちら。電子版の申告書用紙は2019年4月1
日より、こちらから入手可能となります。

2 電子版の事業所得税申告書を提出する適格中小企
業は、附属別表S1～S10を記入する必要はありませ
ん。

2018/19年度事業所得税申告：BIR 51
申告書

香港標準産業分類コード

2018/19年度事業所得税申告に関する質問が多く寄
せられています。ここで注目すべき質問は、納税者が
自らの主要な事業活動について、国勢調査統計局
（C&SD）が管理している6桁の香港標準産業分類コー
ドをBIR 51申告書の4.4欄に記入する義務が生じるこ
とです。

納税者は、その主要な事業活動に該当するコードを
C&SDのホームページで確認することができます。基準
年度に事業活動を行っていない場合にも、業界コード
の欄に「000000」と記入する必要があります。

内国歳入庁（IRD）はこの産業コードを基に、総利益水
準などの納税者と同業他社の収支パターンを分類・比
較することができるようになります。この情報は、IRDの
リスクベースの調査手法に非常に役立ちます。

新たな附属別表S1～S10
特定の納税者は、2018/19年度のBIR 51申告書を記
入するだけでなく、さらに詳細な情報を附属別表S1～
S10で申告する義務が生じます。この要件は次の納税
者に該当します。

1. 2段階の事業所得税率制度への適用を選択し、香
港の上場企業グループに属さず、香港で事業を
行っている関連事業体を持つ

2. 香港またはその他の国・地域で国別報告書（以下、
「CbCR」）の提出義務を負う多国籍企業グループ
に所属している

3. IRDから事前確認制度を取得している

4. 香港非居住関連者との取引を行っている

5. 内国歳入法（以下「IRO」）のセクション16Bに基づく
R&D費用の損金算入を申告している

6. IROのセクション16Iに基づくエネルギー効率の高
い建築物の設置費用の損金算入を申告している

7. 香港の優遇税制に該当する次の事業者：

a. 船舶オーナー

b. 再保険専門会社

c. キャプティブ・インシュアランス会社

d. 適格コーポレート・トレジャリー・センター

e. 適格航空機リース事業者

f. 適格航空機リースマネジメント事業者

http://www.ird.gov.hk/eng/tax/taxrep.htm
http://www.ird.gov.hk/e_pfr
https://www.censtatd.gov.hk/hkstat/sub/sc30.jsp?productCode=B2XX0005
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別表S4：エネルギー効率の高い建築物
への設置費用

IROのセクション16Iに従い、納税者は対象年度に
おいて、政府機関の電機・機械事業庁が管理してい
る香港エネルギー効率登録制度に登録された、エ
ネルギー効率の高い建築物の設置において発生し
た資本的支出費用に対して、100％の税額控除を
請求することができます。

当該納税者は、その請求の根拠を別表S4に詳述し、
提出する必要があります。

別表S5～S10：優遇税制の対象となる
納税者

上述の優遇税制を受けるためには、納税者は厳格
な要件を満たさなければなりません。

さらに、経済協力開発機構（以下「OECD」）が実施し
ている、税源侵食と利益移転プロジェクト・行動計画
5の有害税制への抵抗についての2015年進捗報
告書には、優遇税制に関わる現地での実質的事業
要件を設けています。

同報告書に従い、優遇税制が対象とする、所得を
生じさせる中核となる事業活動に携わる納税者の
みに対し、税制優遇を与えることになります。そうで
なければ、かかる優遇税制は他の国・地域によって
有害な税制とみなされる可能性があります。

現地における実質的活動要件への遵守を確保する
ために、税務管轄区は優遇税制を享受する納税者
に関連する一定の基準や統計数値を毎年、OECD
に報告する義務があります。

香港の場合は、IROのセクション26ABに基づき、内
国歳入局長が上記の優遇税制に対し、現地におけ
る実質的活動要件についての香港基準を決定する
ことができます。

その数値基準には、適格活動を遂行するために必
要な資格を有する香港の常勤従業員の人数や、適
格活動の遂行にあたって香港で発生した営業支出
の金額等が指標として用いられる可能性があります。

したがって、別表S5～S10は上記を念頭に置いて
作成されています。つまり、優遇税制を希望する納
税者の適格性を保証し、香港の現地での実質的活
動要件への遵守を確保するために、当該別表にお
いて詳細な情報が求められています。

適格納税者は基準年度において、優遇税制を適用
しているかどうかにかかわらず、申告毎に、上述の
各別表を記入する必要があります。

別表S2：移転価格

納税者は次の場合において、別表S2を記入する義務
が生じます。

(i) 香港非居住関連者との取引を行っている

(ii) IRDから事前確認制度を取得している

(iii) 前年度の連結売上高が68億香港ドル以上である
多国籍企業グループに所属していることにより、香港
またはその他の国・地域でCbCRの提出義務を負うこ
とになっている

別表S2で提供すべき詳細な情報とその税務上の取扱
いについては、2019年1月24日に発行した弊事務所
のタックスアラートをご参照ください。

別表S3：R&D費用に対する損金算入の拡
大

2018年4月1日以降に発生したR&D費用が対象とな
る、拡大損金算入に関する新制度の下で、200万香
港ドルまでは300%の損金算入を認め、残りの適格
R&D費用についても200%の損金算入を認めています
（IRO セクション16B）。

土地および建物以外の関連する固定資産に生ずる資
本的支出を含む、その他のR&D支出については、IRO
のセクション16Bに基づいて、100%の通常損金算入
の対象とすることが可能です。

ただし、通常および拡大損金算入に関する制度にお
いて、対象となるR&D活動を納税者自身が行わず、外
注のサービスプロバイダーが行う場合に関しては制限
があります。

さらに、IROのセクション16Bに基づき、R&D費用の通
常または拡大損金算入が認められており、関連する
R&D活動で得た知的財産権から生じるロイヤルティを
収入として得る場合、香港で課税されることになります。
同様に、知的財産権の売却による収入は、過去に損
金算入された額まで香港で課税されることになります。

IROのセクション16Bに基づくR&D費用の通常または
拡大損金算入を請求する納税者は、別表S3を記入す
る必要があります。IRDが当該支出について適格R&D
活動に関する適格R&D支出であるかどうかを判断す
るために、当該R&Dプロジェクトの名称や性質、および
関連する支出の種類などの詳細な情報が求められま
す。
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